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第 1 章 総論 

 
 1 計画の趣旨 
 

   近年、少子化の進行が問題視されるなか、国や地方公共団体は、さまざ

まな施策を展開し、その進行の防止に努めてきました。しかし、平成 16

年 6 月に厚生労働省から発表された人口動態統計では、今後、少子化はま

すます進行し、我が国の社会全体に深刻な影響を与えることが見込まれて

います。 

   このような状況を背景に、少子化問題に対する更なる取り組みの必要性

から次世代育成支援対策推進法が公布されました。同法は、次代の社会を

担う子どもが健やかに育成される環境の整備に向けて、国、地方公共団体、

事業主などのさまざまな主体が、次世代育成支援策に取り組んでいくこと

を目的としています。 

   本市は、この目的を具現化するために、行政機関（八王子市）の立場と

して市民である子どもたちの育成支援に取り組むことはもちろんのこと、

これと同時に、事業主（任命権者）の立場として職員に対する子育て支援

にも積極的に取り組むことで、役割を果たしていかなければなりません。 

   この「八王子市特定事業主行動計画」は、事業主の立場として職員アン

ケートによるニーズを踏まえて策定しています。職員が父親または母親と

して仕事と子育てを両立できるように、子育てに関わっている職員だけで

なく職員一人ひとりが子育てについての理解をより一層深め、お互いに助

け合い支えあう職場環境を整えるために、この計画を着実に実施していき

ます。 

 

 

 

 １ 
 



 2 計画期間等 
 

 （1）計画期間 

平成 17 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの 5 年間とします。 
 

 （2）計画の見直し 

   3 年目に見直しを行います。ただし、計画期間中においては、各年の実

施状況などについて分析・評価を行い、必要に応じて随時計画の見直しを

行います。 

   また、分析・評価や計画の見直しの際には、必要に応じて職員アンケー

トなどを実施します。 

  ※３年目にあたる平成１９年度にアンケートの実施と、各年の実施状況に

ついて分析・評価を行い、一部計画の見直し等を反映させました。 

 
3 計画の対象者 

 

  法令や本市の条例、規則などにより定められた制度などの範囲内におい

 て、次の職員を対象者とします。 
 

 （1）常勤の一般職に属する職員 
 

（2）都費支弁教職員（ただし、東京都と本市の各種制度が異なるため、実態

に合わせて運用を図る。） 
 

 （3）嘱託職員 
 

 （4）臨時職員 
 

 （5）再任用職員 

 

 4 計画の推進体制 
 

 （1）計画の推進、評価、見直しのために、関連所管を含めた「八王子市特定

事業主行動計画推進委員会」を必要に応じて設置します。 
 

 （2）総務部職員課は、計画を総合的かつ継続的に推進するとともに、「八王

子市特定事業主行動計画推進委員会」を設置した場合には、その事務局

を担うものとします。 
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第 2 章 重点的に取り組む事業

1 全体体系図 
 
  本計画の目的を達成するため、重点的に取り組む事業の全体体系図は次の

 とおりです。 

 
 育 児 に 関 す る ハ ン ド ブ ッ ク の 作 成

規

産 休 ・ 育 休 者 支 援 Ｈ Ｐ の 作 成

職 員 研 修 機 会 な ど の 活 用

育児支援策の充実 

制 度 の 周 知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「 子 ど も 看 護 休 暇 」 の 導 入

 
 
 

勤 務 環 境 の 整 備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※平成 20 年度新育 児 休 業 取 得 時 の 代 替 職 員 の 確 保
嘱 託 職 員 ・ 臨 時 職 員 へ の 配 慮

育児に関わる職員の時間外勤務の制限

父 親 の 育 児 参 加 促 進

※平成 20 年度新規

 ３ 



2 各事業の概要 

 

事 業 名 育児に関するハンドブックの作成 

概   要 

産前・産後休暇、育児休業などの休暇・休業制度、経済的な支援、

時間外勤務などを制限する制度など、育児に関わるさまざまな制度に

ついて、特に当事者や所属長を対象にわかりやすい冊子を作成し、配

付します。 

目  的 
産休・育休者の不安感の軽減を図るとともに、全職員へ周知を図る

ため。 

実施理由 

（現状等） 

・職員アンケートでは、実際に育児休業を取得した職員に対する設問

中、育児休業を取得する際に感じた不安として、「育児休業制度全

般に対する情報（説明）不足からくる不安」を選択した職員の割合

が 16％を占めた。 

・職員アンケートでは、出産に関わる休暇・休業制度に関する男性職

員の認知度が全体的に低かった。 

・産休・育休に関する制度は、申請手続きから、共済組合の給付、昇

給や昇格に関することまで幅広く、体系的に説明する資料がない。

17 年度 18 年度 19 年度 

制定時 

目標 検討・作成・配付 随時改訂 随時改訂 

実施状況 
ハンドブックの原稿

作成 

ハンドブックの完成

と庁内ＬＡＮ公開 

ハンドブックの冊子配

布（平成 19 年６月） 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果では、ハンドブックを「知らない」

と半数が回答。また、新設された休暇制度や制度の内容変更について

「ほとんど知らない」と回答した割合が非常に多かった。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 
随時改訂 

周知 

随時改訂 

周知 
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事 業 名 職員研修機会などの活用 

概   要 

既に実施されている男女共同参画研修や管理職研修などに「仕事と

子育ての両立」支援の視点を取り入れた各種研修・講習会などを実施

します。 

目   的 
職員一人ひとりの理解を深め、各種制度を利用しやすい職場環境を

つくるため。 

実施理由

（現状等） 

・職員アンケートでは、育児休業を取得しなかった職員に対する設問

中、育児休業を取得しなかった理由として「取得しにくい雰囲気が

職場にあった」を選択した職員の割合が 13％を占めた。 

・平成 15 年 3 月に実施した「職員満足度調査」では、「仕事と家庭

（育児や介護など）を両立させるための環境が整っているか」とい

う設問に対し、「そう思わない」「どちらかといえば、そう思わない」

を選択した職員の割合が 37％を占めた。また、その理由としては、

「業務分担への配慮がない」「育児や介護の支援制度が十分でない」

「育児休業や介護休暇制度を活用しやすい雰囲気がない」などが挙

げられている。 

17 年度 18 年度 19 年度 
制定時 

目標 
各種研修などの見直

し・連携・実施 
継続 継続 

実施状況 
育児休業者復職支援

研修の実施 

育児休業者復職支援

研修の実施 

育児休業者復職支援

研修の実施 

管理職向けに外部講

師を招き研修実施 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果では「育児に費やす時間が確保でき

るように負担軽減に配慮する職場環境が整っていると思うか」という

設問に対し、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」を選

択した職員の割合が 39％を占めた。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 

育児休業者復職支援

研修・管理職向け研修

継続実施 

育児休業者復職支援

研修・管理職向け研修

継続実施 
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事 業 名 産休・育休者支援ＨＰの作成 

概   要 
産休・育休中の職員が、必要に応じて職場情報などを得るために、

専用ホームページを作成し、円滑な職場復帰を支援します。 

目   的 産休・育休を取得した職員の円滑な職場復帰を図るため。 

実施理由

（現状等） 

・職員アンケートでは、育児休業を取得する際に感じた不安として「復

職時に業務についていけるかどうか」を選択した職員の割合が

65％を占め、最も多かった。 

・職員アンケートでは、育児休業から復帰する際の不安として「復帰

後の仕事と子育ての両立ができるかどうか」を選択した職員の割合

が 80％を占め最も多く、次いで「業務内容や制度の変化について

いけるかどうか」を選択した職員の割合が 63％を占めた。 

・全庁的な制度の変更や組織改正、人事異動等があった場合でも、産

休・育休中の職員は、自ら情報を得る機会がない。 

・平成 14 年度から 3 歳まで育児休業が取得可能になり、平均取得

期間が長期化している。また、育児休業期間中の共済掛金免除期間

が、平成 17 年度から育児休業終了時まで適用されるため、今後育

児休業のより一層の長期化が予想される。 

17 年度 18 年度 19 年度 

制定時 

目標 

ＨＰ検討会議の 

設置・内容検討 

ＨＰ運用開始 

継続 継続 

実施状況 ＨＰ内容検討 ＨＰ内容検討 運用開始準備 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果では、ＨＰ上での多くの情報提供を

希望する職員が多かった。希望する情報は「復職に当たっての情報」

「各種制度の変更」「人事情報・組織改正等の情報」が多く、復職に

当たっての不安を軽減できるような情報提供が必要である。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 
平成 20 年 5 月運用

開始 
運用継続  
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事 業 名 「子ども看護休暇」の導入 

概   要 

小学校就学前の子を養育する職員が、その子の看護（負傷や病気に

かかった世話）のために勤務しないことが相当と認められる場合に取

得できる休暇制度を新たにつくります。 

【年 5 日（40 時間）、30 分単位】 

目   的 
子どもの負傷、疾病の際に、職員自ら看護にあたれるよう休暇を取

得しやすくするため。 

実施理由

（現状等） 

・育児介護休業法の改正により、平成 17 年 4 月 1 日より子の看護

休暇が労働者の権利となり、公務員についても規定が設けられた。

・職員アンケートでは、有給休暇を取得する理由として、「子どもの

病気の時に休む」という自由回答が多く、子育て中の職員は、子ど

もの急な病気や行事のために有給休暇を取得する傾向が見られた。

・職員アンケートでは、「子ども看護休暇を取得できる要件を満たし

たら取得したいか」という設問に対し、「積極的に取得したい」を

選択した職員の割合が 76％を占め、「仕事の状況次第で分からな

い」を選択した職員の割合が 20％を占めた。 

・国は 1 時間単位で導入しているが、本市では、子の看護の実態に

即した休暇利用促進を図るため、他の休暇制度と同様に 30 分単位

とする。 

17 年度 18 年度 19 年度 

制定時 

目標 導入（4 月 1 日） 継続 継続 

実施状況 

平成１７年４月１日

導入 

取得者数 260 人 

取得者数 426 人 取得者数 282 人 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果は、実際に取得した感想で多かった

回答は、「制度化されて取得しやすくなった」「対象年齢を引き上げて

欲しい」であった。なお、取得可能者の 69％の職員が取得をしてい

る。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 継続 継続  

 

 ７ 
 



事 業 名 育児休業取得時の代替職員の確保（平成 20 年度新規） 

取り組み

内容 

職員の育児休業取得中、業務に支障が出ないよう、職場において適

宜に業務の配分の見直し等を行い、職員が安心して子育てできる環境

の整備に努めます。 

また、職場内の人員配置等により育児休業中の職員の業務を遂行す

ることが困難なときは、職員の代替としての臨時職員に代わって、業

務に対する責任の観点から任期付職員を配置します。 

目   的 
育児休業をより取得しやすい環境を作るとともに、事業の円滑な運

営を行うため。 

実施理由

（現状等） 

・平成１９年度に実施した職員アンケートでは、育児休業を取得する

際に感じた不安は、「業務の遂行に支障が出るのではないかという

不安」を選択した職員が一番多かった。 

・育児休業を取得しなかった理由として「自分の仕事が忙しく同僚に

迷惑がかかると思った」がもっとも多かった。また、アンケートの

自由欄においても、育児休業等を取得する職員に対する代替職員を

希望する回答が非常に多かった。 

・「育児に費やす時間が確保できるように負担軽減に配慮する職場環

境が整っていると思うか」という設問に対し、「どちらかといえば

そう思わない」「そう思わない」を選択した職員の割合が 39％を占

めた。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 導入 継続  
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事 業 名 父親の育児参加促進 

概   要 

「出産介護休暇」の取得事由の要件を緩和するとともに、半日単位

で取得できるようにし、休暇名称も「配偶者出産休暇」に変更します。

また、｢配偶者出産休暇｣に加えた有給休暇の取得促進も図ります。 

さらに、産後８週間中の期間については、妻が専業主婦である場合

や妻が産後休暇中の場合でも、父親が育児休業を取得できることを周

知していきます。 

目   的 父親の育児への関心や参加意識を高めるため。 

実施理由 

（現状等） 

・職員アンケートでは、配偶者の出産時に取得した休暇日数は「1～

2 日」を選択した職員の割合が 51％を占め、「3～4 日」が 29％、

5 日以上が 3％であった。 

・これまでの「出産介護休暇」は出産時に「介護を必要とするとき」

に限られたため、主に入退院時の付き添いでしか取得できなかっ

た。（現行 1 日単位で取得） 

・職員アンケートでは、産後８週の期間中に父親が育児休業を取得で

きる制度について、「ほとんど知らない」を選択した職員の割合が

56％を占め、男女とも認知度が低かった。 

・職員アンケートでは、育児休業を取得できる条件を満たした場合、

「積極的に取得したい」を選択した男性職員の割合が 26％を占め、

「仕事の状況次第で分からない」が 45％を占めた。男性職員でも

育児休業の取得を前向きに考えている職員が多い。 

・職場の同僚として、男性職員が育児休業を取得することについて、

肯定的な意見が 95％に達する。 

17 年度 18 年度 19 年度 

制定時 

目標 

配偶者出産休暇に加

えた有給休暇の取得

促進を図る。 

男性育児休業取得経

験者による講習会 

配偶者出産休暇に加

えた有給休暇の取得

促進を図る。 

男性育児休業取得経

験者による講習会 

「育児参加休暇」の導

入検討 

男性育児休業取得経

験者による講習会 

数値目標 

配偶者出産休暇取得

率 85％ 

男性育児休業取得率

5％（4 人/80 人） 

配偶者出産休暇取得

率 90％ 

男性育児休業取得率

8％（7 人/80 人） 

配偶者出産休暇取得

率 90％ 

男性育児休業取得率

12％（10 人/80 人）
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事 業 名 父親の育児参加促進 

17 年度 18 年度 19 年度 

実施状況 

配偶者出産休暇取得

率 98％（53 人/54

人） 

男性育児休業取得率

2％（1 人/54 人） 

配偶者出産休暇取得

率 96％（５５人/57

人） 

男性育児休業取得率

4％（2 人/57 人） 

配偶者出産休暇取得

率 82％（47 人/57

人） 

男性育児休業取得率

4％（2 人/57 人） 

平成 19 年４月１日「育

児参加休暇導入」 

育児参加休暇取得者数

34 人 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果では、配偶者の出産時に取得した休

暇日数は「1～2 日」を選択した職員の割合が 50％を占め、「3～4

日」が 22％、5 日以上が 14％であり休暇数の増加傾向が見られる

が、取得率が低下している。また、男性育児休業取得率も横ばいであ

る。 

 

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 

配偶者出産休暇取得

率 95％ 

男性育児休業取得率

12％（10 人/80 人）

配偶者出産休暇取得

率 100％ 

男性育児休業取得率

12％（10 人/80 人）
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事 業 名 育児に関わる職員の時間外勤務の制限 

概   要 

父親、母親を問わず育児に関わる職員に対して、時間外勤務や深夜

勤務が制限される制度を周知すると同時に、所属長は育児に関わる職

員の時間外勤務や深夜勤務の負担軽減に努めます。 

目   的 職員の育児に関わる時間を確保するため。 

実施理由

（現状等） 

・職員アンケートでは、育児を行う職員の深夜勤務の制限について、

「ほとんど知らない」を選択した職員の割合が 67％を占め、また、

時間外勤務の制限については、「ほとんど知らない」を選択した職

員の割合が 72％を占めた。管理職では、どちらについても「ほと

んど知らない」が 50％以上を占めた。 

・職員アンケートでは、育児休業取得経験者に対する設問中、育児休

業終了時に感じた不安について、「復帰後、子育てと仕事の両立が

できるかどうか」を選択した職員の割合が 80％を占め、最も多か

った。 

・「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」第 9 条では、配偶

者が子の養育をできる状態にある場合には、深夜勤務や時間外勤務

の制限を請求できないとされているが、共働き世帯はもちろんのこ

と、配偶者が専業主婦（夫）の場合であっても、育児に費やす時間

が確保できるよう、負担軽減について配慮する職場環境をつくる。

17 年度 18 年度 19 年度 
制定時 

目標 周知 継続 継続 

実施状況 
休暇の手引を改正し

庁内ＬＡＮ公開 
公開継続 公開継続 

19 年度 

状況 

１９年度実施職員アンケート結果では、育児を行う職員の深夜勤務と

時間外勤務の制限について、「ほとんど知らない」を選択した職員の

割合は前回のアンケート結果と比べほぼ横ばいであった。 

    

２０年度 ２１年度  

今後の 

計画 公開継続 公開継続  
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事 業 名 嘱託職員・臨時職員への配慮 

概   要 

現行制度の周知を図るとともに、嘱託職員に対する育児休業制度の

適用や産休・育休職員の代替職員としての臨時職員のあり方も含め、

嘱託職員・臨時職員制度そのものを見直していくなかで検討していき

ます。 

目   的 嘱託職員・臨時職員の勤務環境の整備を図るため。 

実施理由

（現状等） 

＜嘱託職員の育児休業制度＞ 

・職員アンケートでは、嘱託職員・臨時職員が育児休業を取得できな

いことについて、「育児休業制度の導入が無理でも、何らかの配慮

が必要」を選択した職員の割合が 44％、「育児休業と同等の制度

を整備すべきだ」を選択した職員の割合が 31％を占めた。 

・育児介護休業法が改正され、民間企業等の労働者では平成 17 年 4

月から、任用期間が定められた雇用であっても一定の条件を満たせ

ば育児休業を認められることになった。 

＜産休・育休職員の代替臨時職員制度＞ 

・職員アンケートでは、産休・育休職員の代替臨時職員制度について

「問題がある」を選択した職員の割合が 41％を占め、「このまま

でいい」を選択した職員の割合 38％を上回った。 

・職員アンケートでは、臨時職員として働いた感想について、「常に

失業の不安がある」を選択した職員の割合が 69％を占めた。 

17 年度 18 年度 19 年度 
制定時 

目標 検討 具体案策定 導入 

実施状況 ― 

嘱託員の育児時間、

産前産後休暇制度

改善 

平成 20 年 1 月 1 日臨時

職員の妊娠等通院休暇、育

児参加休暇の新設（有給）。

嘱託員の妊娠等通院休暇、

育児参加休暇、育児時間を

有給休暇に変更 

19 年度 

状況 

平成 20 年１月１日に諸制度を導入後、制度を周知し、既に取得の実

績がある。 

    

２０年度 ２１年度  
今後の 

計画 改善継続 改善継続  
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